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地球温暖化対策に関する世界の潮流や国・都の現況について 

 

1. 環境に関わる世界の動向 

（1）2030 アジェンダ及び持続可能な開発目標（SDGs）（2015（平成 27）年 9 月） 

 概要と 17のゴール 

2015（平成 27）年の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030アジェ

ンダ（2030アジェンダ）」は、2015（平成 27）年までを対象期間とする「ミレニアム開発

目標（MDGs）」に代わる新たな持続可能な開発のための国際的な指針となるもので、2016

（平成 28）年から 2030（令和 12）年までの、人間、地球及び繁栄のための国際社会共通

の行動計画である。 

2030アジェンダは、包括的、遠大かつ人間中心（people-centered）な一連の普遍的かつ

変革的な目標とターゲットである「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals: 

SDGs）」を中核としており、採択にあたっての宣言、実施手段とグローバル・パートナー

シップ、フォローアップとレビューについて示したものである。また、これらの目標とタ

ーゲットがすべての国、すべての人々及び社会のすべての部分で満たされ、誰一人取り残

さない（leave no one behind）ことなどが宣言されている。 

2030アジェンダでは、持続可能な開発の 3本柱とされる経済、社会、環境における課題

を統合的に解決する考え方が強調されており、SDGsはその達成に向けた 17のゴールとそ

れらに付随する 169のターゲットから構成されている。 

 
出典：国際連合広報センター HP 

図 1.1 持続可能な開発目標（SDGs）の 17 のゴールのロゴ 

 日本における SDGsの実施方針 

日本の現状を踏まえ、政府は、日本における SDGsの実施指針を 2016（平成 28）年 12

月に決定し、2030アジェンダの前文に掲げられている 5つの P（People（人間）、 Planet

（地球）、Prosperity（繁栄）、Peace（平和）、Partnership（パートナーシップ））に対応す

る日本の 8 つの優先課題を掲げている。その中で、環境面においては、エネルギー、気候

変動対策、循環型社会、生物多様性、森林、海洋等の環境保全など、幅広く取組を推進する

こととしている。 
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表 1.1 日本の 8 つの優先課題 

People 
1 あらゆる人々の活躍の推進 

2 健康・長寿の達成 

Prosperity 
3 成長市場の創出、地域活性化、科学技術イノベーション 

4 持続可能で強靱な国土と質の高いインフラの整備 

Planet 
5 省・再生可能エネルギー、気候変動対策、循環型社会 

6 生物多様性、森林、海洋等の環境の保全 

Peace 7 平和と安全・安心社会の実現 

Partnership 8 SDGs実施推進の体制と手段 

出典：日本持続可能な開発目標（SDGs）実施指針（外務省）より作成 

 

（2）パリ協定（2017（平成 29）年 12 月採択、2018（平成 30）年 11 月発効） 

 概要 

1997（平成 9）年に合意された、先進各国に法的拘束力のある排出削減目標を規定する

「京都議定書」の第二約束期間（2013（平成 25）年～2020（令和 2）年）の終了を見据え、

「京都議定書」に代わる新たな枠組みを構築するため、2015（平成 27）年にフランス・パ

リで行われた第 21回締約国会議（COP 21）において、2020（令和 2）年以降の新たな法

的枠組みである「パリ協定」が採択された。「パリ協定」は、55か国かつ世界の温室効果ガ

ス排出量の 55％以上の批准という二つの要件を満たし、2016（平成 28）年 11月 4日に発

効し、日本も同年 11月 8日に批准した。なお、パリ協定では、世界共通の長期目標が示さ

れている。 

 

 実施方針 

2018（平成 30）年 12 月にポーランドで開催された COP24 にて、パリ協定の実施指針

が採択された。パリ協定の精神に則り、二分論によることなく、すべての国に共通に適用

される実施指針が採択された。その中で、緩和（2020（令和 2）年以降の削減目標の情報

や達成評価の算定方法）、透明性枠組み（各国の温室効果ガス排出量、削減目標の進捗・達

成状況等の報告制度）、資金支援の見通しや実績に関する報告方法などについて規定された。

市場メカニズム（二国間クレジット制度（JCM）等の取扱い等）については、根幹部分は

透明性枠組みに盛り込まれ、詳細ルールは次回 COPにおける策定に向けて検討を継続する

こととなった。 

表 1.2 世界共通の長期目標 

世界共通の長期目標 

 世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて 2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努

力をする。 

 そのため、できるかぎり早く世界の温室効果ガス排出量をピークアウトし、21世紀後半

には、温室効果ガス排出量と（森林などによる）吸収量のバランスをとる。 
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（3）国連気候変動枠組条約第 25 回締約国会議（COP25）（2019（令和元）年 12 月開催） 

 パリ協定 6 条（市場メカニズム） 

本会合では，COP24 で合意に至らなかった市場メカニズムの実施指針の交渉が一つの

焦点となった本議題の下では，技術的論点に加え，各国の利害が絡み合う政治的な側面も

あり，すべての論点について完全に合意するには至らなかった。 

 

 ロス＆ダメージ（気候変動の悪影響に伴う損失及び損害） 

COP19 にて気候変動枠組条約の下に設置された，「ロス＆ダメージに関するワルシャワ

国際メカニズム（リスク管理に関する知見の共有等を促進するもの）」のレビューが実施さ

れた。一部の国から， 緑の気候基金（GCF）に対し，ロス＆ダメージへの支援を求める主

張が見られところ、既存の枠組の中で検討を続けることになった。また、ロス＆ダメージ

に対する活動を支援する専門家グループ及びロス＆ダメージにおける技術支援を促進する

ためのサンティアゴネットワークを設置することで合意に至った。 

 

 その他の議論 

条約下の長期目標の定期レビュー，気候資金，透明性枠組み（パリ協定の締約国による

報告制度）の報告表，ジェンダーと気候変動，対応措置の実施の影響（気候変動対策の実施

による社会経済的な影響），適応，技術開発・移転，キャパシティ・ビルディング，農業，

研究と組織的観測等の幅広い交渉議題について議論が行われた。 

その結果，条約下の長期目標の次期定期レビューの範囲の決定，強化されたリマ作業計

画・ジェンダー行動計画の策定，対応措置の影響に関するフォーラム等の 6 か年作業計画

の策定等の成果があった。 
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（4）IPCC 1.5℃特別報告書の公表について（2018（平成 30）年 10 月公開） 

パリ協定が採択された 2015 年の国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議において、

1.5℃の温暖化に関する科学的知見の不足が指摘されたことから、国連気候変動枠組条約が

IPCCに対し、1.5℃の気温上昇に着目して、2℃の気温上昇との影響の違いや、気温上昇を

1.5℃に抑える排出経路等について取りまとめた特別報告書を提供するよう招請したこと

を踏まえて作成されたものである。 

 

 
出典：環境省 IPCC 1.5℃特別報告書 HP 

図 1.2 IPCC 1.5℃特別報告書  
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2. 国の動向 

（1）地球温暖化対策の推進に関する法律（2021（令和 3）年 3 月閣議決定、5 月成立） 

我が国は、パリ協定に定める目標（世界全体の気温上昇を 2℃より十分下回るよう、更に

1.5℃までに制限する努力を継続）等を踏まえ、2020（令和 2）年 10月に「2050年カーボ

ンニュートラル」を宣言し、地域では、2050（令和 32）年カーボンニュートラルを目指す

「ゼロカーボンシティ」を表明する自治体が増加している。また、企業では、ESG 金融の

進展に伴い、気候変動に関する情報開示や目標設定など「脱炭素経営」に取り組む企業が増

加し、サプライチェーンを通じて、地域の企業にも波及している。 

こうした状況を受けて、2021（令和 3）年 3月、地球温暖化対策の推進に関する法律の一

部を改正する法律案が閣議決定され、5月に法律が成立した。 

2050年カーボンニュートラルを基本理念として法に位置づけるとともに、その実現に向

けて地域の再エネを活用した脱炭素化の取組や、企業の排出量情報のデジタル化・オープン

データ化を推進する仕組み等が示された。 

 

① パリ協定・2050年カーボンニュートラル宣言等を踏まえた基本理念の新設 

② 地域の再エネを活用した脱炭素化を促進する事業を推進するための計画・認定制度の創

設 

③ 脱炭素経営の促進に向けた企業の排出量情報のデジタル化・オープンデータ化の推進等 

④ その他）地球温暖化対策の定義の変更等の所要の規定の整備を行う。 

 

出典：【概要】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案（環境省） 

図 2.1 地球温暖化対策推進法の一部を改正する法律案 
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（2）2050 年カーボンニュートラルの表明（2019（令和元）年 12 月表明） 

地球温暖化対策の推進に関する法律では、都道府県及び市町村は、その区域の自然的社会

的条件に応じて、温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、

及び実施するように努めるものとするとされている。こうした制度も踏まえつつ、昨今、脱

炭素社会に向けて、2050（令和 32）年二酸化炭素排出実質ゼロ（CO2などの温室効果ガス

の人為的な発生源による排出量と、森林等の吸収源による除去量との間の均衡を達成する

こと）に取り組むことを表明した地方公共団体が増えつつある。 

東京都・京都市・横浜市を始めとする 389の自治体（40都道府県、228市、6特別区、

96 町、19 村）が「2050 年までに二酸化炭素排出実質ゼロ」を表明した（2021（令和 3）

年 5月 24日時点）。表明した自治体を合計すると人口は約 1億 1,037万人(※) となり、我

が国の総人口の大部分が対象となっている。 

※表明自治体総人口（各地方公共団体の人口合計）では、都道府県と市区町村の重複を除

外して計算している。 

 

 
出典：地方公共団体における 2050 年二酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況（環境省） 

図 2.2 表明した地方公共団体の一覧（2021（令和 3）年 5 月 24 日時点） 
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（3）地域脱炭素ロードマップの決定（2021（令和 3）年 7 月）  

2020（令和 2）年 10 月に、2050（令和 32）年までに、温室効果ガスの排出を全体とし

てゼロにする、すなわち 2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことが

示された。また、2021（令和 3）年 4月には、2050 年カーボンニュートラルと整合的で野

心的な目標として、2030（令和 12）年度に温室効果ガスを 2013（平成 25） 年度から 46％

削減することを目指すこと、さらに、50％の高みに向け挑戦を続けることが表明された。 

これらの脱炭素を指向する動きの下、本ロードマップは、地域課題を解決し、地域の魅力

と質を向上させる地方創生に資する脱炭素に国全体で取り組み、さらに世界へと広げるた

めに、特に 2030 （令和 12）年までに集中して行う取組・施策を中心に、地域の成長戦略

ともなる地域脱炭素の行程と具体策を示すものである。 

 

 地域脱炭素ロードマップの対策・政策の全体像 

地域脱炭素ロードマップの対策・施策の方向性として、2030（令和 12）年度目標及び 

2050 （令和 32）年カーボンニュートラルという野心的な目標に向けて、今後の 5年間を

集中期間として、政策を総動員して、地域脱炭素の取組を加速することが示されている。 

 

表 2.1 地域脱炭素ロードマップの対策・政策の全体像 

全体像 

 取組 1）2030年までに少なくとも脱炭素先行地域を 100か所以上創出 

 取組 2）脱炭素の基盤となる重点対策として、自家消費型太陽光や省エネ住宅など

を全国で実行 

 3つの基盤的施策と個別分野別の対策・施策 

 

 

出典：地域脱炭素ロードマップ【概要】～地方からはじまる、次の時代への移行戦略～ 

（国・地方脱炭素実現会議、2021(令和 3)年 6 月 9 日） 

図 2.3 地域脱炭素ロードマップ 対策・施策の全体像 
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（4）地球温暖化対策計画（案）（2021（令和 3）年 8 月時点） 

 地球温暖化対策の目指す方向 

中期目標（2030（令和 12）年度削減目標）の達成に向けた取組として、2050（令和 32）

年カーボンニュートラルと整合的で、野心的な目標として、2030（令和 12）年度におい

て、温室効果ガスを 2013（平成 25）年度から 46％削減することを目指し、さらに、50％

の高みに向け、挑戦を続けていくが示されている。また、中期目標の達成にとどまらず、

2050（令和 32）年カーボンニュートラルの実現に向け、政策の継続性・予見性を高め、

脱炭素に向けた取組・投資やイノベーションを加速させていくことが示されている。 

 

 
出典：中長期の気候変動対策検討小委員会（産業構造審議会産業技術環境分科会地球環境小委員

会地球温暖化対策検討 WG 合同会合）（第 7 回）(令和 3 年 5 月、環境省) 

図 2.4 新たな地球温暖化対策計画の構成（案） 

 

 目標達成のための対策・施策 

部門別の対策・政策の中で、特に、家庭部門の取組では、2030（令和 12）年度目標の達

成に向け、排出量を 2013（平成 25）年度比で約 66％削減する必要があり、住宅の省エネ

ルギー性能の向上等を図るとともに、国民が地球温暖化問題を自らの問題として捉え、ラ

イフスタイルを不断に見直し、再生可能エネルギーの導入、省エネルギー対策、エネルギ

ー管理の徹底に努めることを促すことが示されている。 

また、家庭で使用される機器の効率向上・普及やその運用の最適化を図ることにより家

庭部門のエネルギー消費量の削減が図られることから、事業者においては、より一層の機

器のエネルギー効率の向上を図るとともに、機器の利用に伴う二酸化炭素排出に関する国

民への正確かつ適切な情報提供を推進することが示されている。 
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（5）第 6 次エネルギー基本計画（素案）（2021（令和 3）年 8 月時点） 

 第 6次エネルギー基本計画（素案）の全体像 

第 6次エネルギー基本計画では、2050（令和 32）年カーボンニュートラル（2020（令

和 2）年 10月表明）、2030（令和 12）年の 46％削減、更に 50％の高みを目指して挑戦を

続ける新たな削減目標（2021（令和 3）年 4月表明）の実現に向けたエネルギー政策の道

筋を示すことが重要テーマである。 

 同時に、気候変動問題に関する世界的な関心が高まる中、日本のエネルギー需給構造

は、大きな変革の途上にある。安全の確保を大前提としつつ、安定的で安価なエネルギー

供給の確保と、気候変動問題への対応を進めるという、これまでもエネルギー政策の大前

提とされてきた S+3Eの大原則をこれまで以上に追求していくためにも、あらゆる政策を

進めると示されている。 

 

出典：エネルギー基本計画（素案②）の概要（経済産業省） 

図 2.5 第 6 次エネルギー基本計画（素案）目次 

 2030年におけるエネルギー需給の見通し 

2030（令和 12）年度の新たな削減目標を踏まえ、「徹底した省エネルギー」や「非化石

エネルギーの拡大」を進めていくと示されている。その上での需給両面における様々な課

題の克服を野心的に想定した場合のエネルギー需給の見通しを下記に示す。 

2030（令和 12）年における電源構成は、再生可能エネルギーが現行目標の 22～24％か

ら 36～38％と大幅に拡大し、さらに水素や原子力などを加えた温室効果ガスを排出しな

い非化石電源で、電源構成の約 6割を賄う方針が示されている。 
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出典：エネルギー基本計画（素案②）の概要（令和 3 年 8 月、経済産業省） 

図 2.6 2030 年におけるエネルギー需給の見通し（案） 
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（6）脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方についての検討 

2020（令和 2）年 10月「2050年カーボンニュートラル」を宣言され、日本における最終

エネルギー消費の約 3割を占める民生部門（業務・家庭部門）の活動が展開される住宅・建

築物においても、更なる省エネルギー化や脱炭素化に向けた取組の一層の充実・強化が不可

欠となっている。 

このため、中期的には 2030（令和 12）年、長期的には 2050年（令和 32）を見据えて、

バックキャスティングの考え方により、脱炭素社会の実現に向けた住宅・建築物におけるハ

ード・ソフト両面の取組と施策の立案の方向性について、検討されている。 

2050（令和 32）年のカーボンニュートラル実現の姿を見据えつつ、2030（令和 12）年に

目指すべき住宅・建築物の姿としては、野心的な目標である 46％削減目標の実現に向けて、

現在、技術的かつ経済的に利用可能な技術を最大限活用し、新築される住宅・建築物につい

ては ZEH・ZEB基準の水準の省エネ性能が確保されているとともに、新築戸建住宅の 6割

において太陽光発電設備が導入されていることを目指すと示されている。 

 

 

出典:脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方・進め方に関するロードマ

ップ（2021.8）（2021（令和 2）年.8 月、国交省・経産省・環境省） 

図 2.7 脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方・進め方に関するロー

ドマップ 
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3. 東京都の動向 

（1）ゼロエミッション東京戦略（2019（令和元）年 12 月策定） 

東京都は、世界の大都市の責務として、平均気温の上昇を 1.5℃に抑えることを追求し、

2050（令和 32）年に CO2排出実質ゼロに貢献する「ゼロエミッション東京」を実現するこ

とを宣言し、2019（令和元）年 12月に、その実現に向けたビジョンと具体的な取組・ロー

ドマップをまとめた「ゼロエミッション東京戦略」を策定した。 

「気候変動を食い止める「緩和策」と、既に起こり始めている影響に備える「適応策」を

総合的に展開」、「資源循環分野を本格的に気候変動対策に位置付け、都外の CO2削減にも

貢献」、「省エネ・再エネの拡大策に加え、プラスチックなどの資源循環分野や自動車環境対

策など、あらゆる分野の取組を強化」の 3つを戦略策定の視点としている。 

都の特性を踏まえ、6分野 14政策に体系化し、2050（令和 32）年に目指すべき姿（ゴー

ル）とロードマップを明示したうえ、2030（令和 12）年に到達すべき 17 の主要目標（タ

ーゲット）と、その目標を上回るよう進化・加速する具体的取組「2030年目標＋アクショ

ン」（47 項目・82 のアクション）を設定し、ゼロエミッション東京の実現に向け取組を進

めている。 

 

 
出典：東京都環境局「ゼロエミッション東京戦略」 

図 3.1  ゼロエミッション東京戦略の政策体系 
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（2）ゼロエミッション都庁行動計画（2021（令和 3）年 3 月策定） 

2050（令和 32）年 CO2排出実質ゼロに向けて、2030（令和 12）年までの今後の 10年間

の行動が極めて重要である。2021（令和 3）年 1月、都は、都内温室効果ガス排出量を 2030

（令和 12）年までに 50％削減（2000（平成 12）年比）すること、再生可能エネルギーに

よる電力利用割合を 50％程度まで高めることを表明した。 

事業者として多大なエネルギー・資源を消費する都自身が、「隗より始めよ」の意識の下、

自らの事務事業に伴う温室効果ガス削減などの取組を一層強化し、2030（令和 12）年カー

ボンハーフの達成に向け、都民・事業者の取組を牽引していくことが不可欠である。 

今回策定した「ゼロエミッション都庁行動計画」は、ゼロエミッション東京戦略を踏まえ、

2020（令和 2）年度から 2024（令和 6）年度までの 5か年を対象に、従来の省エネルギー

の推進や再生可能エネルギーの利用拡大に加えて、ZEV の導入推進、使い捨てプラスチッ

クの削減、食品ロスの削減、フロン対策の推進を対象の項目とした。 

 

   

 

出典：東京都環境局「ゼロエミッション都庁行動計画の策定」 

図 3.2 ゼロエミッション都庁行動計画の概要 
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（3）2030 年の温室効果ガス排出量の 50%削減の表明（2021（令和 3）年 1 月表明） 

2021（令和 3）年 1月 27日、東京都知事はダボスアジェンダ会議にて、2030（令和 12）

年までに温室効果ガスを 2000（平成 12）年比 50％削減、再エネ電力の利用割合を 50％ま

で高めていくことを表明した。 

CO2を「ハーフ」にしていくため、今から都民・行政・企業等がともに「チェンジ」して

いく「TIME TO ACT for カーボンハーフスタイル」を呼び掛けていく。 

 

表 3.1 表明内容 

表明内容 

 2050（令和 32）年に CO2排出実質ゼロに貢献する「ゼロエミッション東京」の実現に向

けては、2030（令和 12）年までの 10年間の行動が非常に重要である。 

 この度、都は、2030（令和 12）年までに温室効果ガスを 2000（平成 12）年比 50%削

減、再エネ電力の利用割合を 50%まで高めていくことを表明した。 

 温室効果ガスの 2030（令和 12）年 50％削減に向けて、今から都民・行政・企業等がと

もに行動を「チェンジ」していく「TIME TO ACT for カーボンハーフスタイル」を呼び掛

けていく。 

 


